
対象者 支援策 内容 受付期間 受付窓口

昨年１年間の総売上－（前年同月比▲５０％の売上×１２ヶ月）

個人事業主１００万円（上限）　中小法人２００万円（上限）
経済産業省のホームページに申請方法などの詳細あり
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html

2020年5月1日拡充版
雇用調整助成金

（コロナ特例）

⑴ 中小企業が都道府県知事からの休業要請を受ける等､一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率
を特例的に100％とします。
休業等要請を受けた中小企業が解雇等を行わず雇用を維持している場合であって、下記の要件を満たす場合に
は、休業手当全体の助成率を特例的に100％とします。

・新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき都道府県対策本部長が行う要請により、休業又は営業時間の
短縮を求められた対象施設を運営する事業主であって、これに協力して休業等を行っていること
・以下のいずれかに該当する手当を支払っていること
①労働者の休業に対して100％の休業手当を支払っていること
②上限額(8,330 円)以上の休業手当を支払っていること（支払率が60％以上の場合に限る）
※教育訓練を行わせた場合も同様

⑵ ⑴に該当しない場合であっても、中小企業が休業手当を支給する際、支払率が60％を超える部分の助成率を
特例的に100％とします。
中小企業が解雇等を行わず雇用を維持し、賃金の60％を超えて休業手当を支給する場合、60％を超える部分に
係る助成率を特例的に100％にします。
※教育訓練を行わせた場合も同様
※対象労働者１人１日当たり8,330 円が上限です。
※２０２０年４月８日以降の休業等に遡及（４月８日以降の期間を含む支給単位期間に適用）

２０２０年２月２７日～６月３０日の期間に小学校等の臨時休業により、従業員を有給で休ませた場合

休暇中に払った賃金相当額×１０／１０（日額上限8,330円）

２０２０年２月２７日～６月３０日の期間に小学校等の臨時休業により契約した仕事ができなくなった場合

1日４，１００円（定額）

前年同月費２０％以上売上減少【４号】　借入債務の１００％保証

前年同月費５％以上売上減少　【５号】　借入債務の８０％保証

融資上限：3,000万円　担保：無担保　金利補給期間：当初3年

個人事業主：売上▲５％以上　保証料ゼロ＋金利ゼロ

小・中規模事業者（個人事業主除く）

　　　　　　　　売上▲５％以上　　保証料１／２

　　　　　　　　売上▲１５％以上　保証料ゼロ＋金利ゼロ

前年同月等売上▲５％以上

当初３年間　基準金利▲０．９％　

貸付期間：設備２０年以内　運転１５年以内　据置期間：５年以内

　①個人事業主　：　　　　　　　　　　　　　　要件なし

　②小規模事業者（法人事業者）：　売上▲１５％以上減少

　③中小企業者（上記①②除く） ：　売上▲２０％以上減少

【利子補給】　当初３年間

【補給対象上限】（日本公庫等）　中小事業１億円、国民事業３，０００万円

　　　　　　　　　　　（商工中金）　　１億円

借りたらもらえる
横
浜
市

売上減少により融資
「横浜市新型コロナウィルス感染症対応資
金」を利用した小規模事業者支援事業

横浜市内に事業所を置き、横浜市から５０万円以上５００万円以下の融資を受ける「小規模事業者支援
事業」に対し一律10万円を交付

２０２０／５／２５～２０２１／３／５
＊2,600件程度を予定。
上限に達した場合は、申請期間締切前
に終了

小規模事業者支援一時金コールセン
ター
（公益財団法人横浜企業経営支援財
団経営支援部地域密着型支援担当）

０４５-２２５-３７２５
受付時間9:00～17:00（土日祝日・年
末年始を除く）

新型コロナウィルスの影響で困っている事業主向けの支援策（2020年5月25日版　作成：LTRコンサルティングパートナーズ）

項目

厚生労働省
相談コールセンター
０１２０－６０－３９９９

経済産業省
０５７０－７８３１８３

2020/５/１～

受給金額　１人１日8,330円を上限

助成率：中小企業４／５　大企業２／３
　（解雇を伴わない場合　中小企業９／１０　大企業３／４）
対象休業期間：2020年4月1日から6月30日までの場合にさせた休業
新卒社員など継続雇用期間が6か月未満の労働者も対象
雇用保険に加入していない労働者(労働時間が週20時間未満のパート等)の休業も対象

売上が半減した
（前年比５０％以上減）

給付
（もらえる）

資
金
繰
り

新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に
基づく協力要請（令和2年4月10日付け）に協力し、

休業又は営業時間を短縮した

神奈川県
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金

休
業
補
償

神奈川県産業労働局
中小企業部中小企業支援課

 のHPに申請書を掲載中

神奈川県新型コロナウイルス
感染症専用ダイヤル
　045-285-0536

従業員を会社の都合で休業させた ２０２０／４／１～６／３０

小学校休業等対応助成金
（従業員を休ませた事業主向け）

雇用調整助成金
（コロナ特例）

〇休業要請対象の施設の事業者（食事提供施設を除く）が休業した場合

県内の事業所全てが自己所有　　　　　　　　　　　　　　　　　１０万円
県内の事業所のうち、賃借している事業所が１か所　　　　　２０万円
県内の事業所のうち、賃借している事業所が２か所以上　　３０万円

〇夜間営業時間の短縮要請対象の施設の事業者（食事提供施設）
夜間営業時間の短縮をした場合

（夜間営業時間を短縮する代わりに休業した場合及び酒類提供時間を短縮した場合を含む）　１０万円

２０２０／４／２４～６／１

２０２０／４／１５～～９／３０
学校等の休学により子供のいる従業員に有給休暇を取得

させた

フリーランスで働いているが、学校等の休学により
子供の世話を行うために、契約した仕事ができなくなった

小学校休業等対応支援金
（フリーランスの個人向け）

＋

令和２年度補正予算成立後から受付開
始中

最寄りの信用保証協会

中小企業金融・給付金窓口
０５７０－７８３－１８３

２０２０／３／２～

厚生労働省
相談コールセンター
０１２０－６０－３９９９

２０２０／３／１８～９／３０

持続化給付金

持続化給付金は、ホームページからの電子申請が基本ですが、事前予約のうえ、特定の会場まで出向けば電子申請の入力をサポートしてもらえます。
会場は事前予約の方法については、中小企業庁のHP　https://www.jizokuka-kyufu.jp/　をご確認ください

借りられる

売上減少により融資

政
府
系
金
融
機
関
か
ら
の
融
資

日本政策金融公庫
０１２０－１５４－５０５

２０２０／３／１９～

令和２年度補正予算成立後から受付開
始中

新型コロナウイルス感染症特別貸付等

特別利子補給

＋

中小企業　金融・給付金窓口
０５７０－７８３１８３

民
間
金
融
機
関
か
ら
の
融
資

セーフティーネット保証

保証料・利子減免

売上減少により融資



対象者 支援策 内容 受付期間 受付窓口

テレワークに利用できる業務効率化ツールを導入 ＩＴ導入補助金 中小企業・小規模事業者等　補助額３０～４５０万円　補助率１/２（特別枠２／３） ２０２０／３／９～ サービスデザイン推進協議会

非対面ビジネスをはじめたい
・テイクアウトやネット通販・デリバリーサービスの月会費、登録料、容器代等

補助上限100万円　補助率：３/４以内

ITによる業務効率化したい
・WEB会議システムの導入、財務会計や勤怠管理、顧客管理などソフトの購入経費

補助上限100万円　補助率：３/４以内

業務効率化のための設備を導入したい
個包装のラッピング設備、搬送用ロボットの導入

補助上限200万円　補助率：３/４以内

業
態
変
更

売上が減少しているため業態を変更したい 補助上限5000万円　下限500万円　補助率：３/４以内

事
業
承
継

コロナをきっかけにM&Aを行った際に元々働いていた従業員を継続雇用する場合の人
件費を補助してほしい

補助上限100万円　補助率：３/４以内

感
染
症
予
防
・

販
売
促
進

商店街団体などが感染症防止策や販売促進を行う際の経費を補助してほしい
・商店街に消毒液の噴射スポット設置、デリバリーのPR用WEBサイトやチラシ作成

補助上限300万円　補助率：１/２以内
神奈川県商業流通課
０４５－２１０－５６１２

ス
マ
ー
ト

工
場
化

工場内にローカル無線通信ネットワークを設置したい
補助上限200万円　補助率：３/４以内
※スマート工場の導入・運用に係る専門家による助言あり

マ
ス
ク
や
消

毒
液
の
製
造

県内に本社希望を有する施設または工場が県民のためにマスクやアルコール消毒液
などの生産設備を導入する際に補助してほしい

補助上限２億万円（生産規模の要件を満たす場合）　補助率：１０/１０

商
品
・
技
術

開
発

県内に事務所をもち「令和2年新型コロナウィルス感染症」を事由にセーフティネット保
証4号の認定を受けている中小企業が商品・技術開発を行う際に、新商品の耐久テス

トなどの依頼試験料が減免される
減免率50％

ス
タ
ー
ト

ア
ッ
プ
企
業

へ
の
助
成

平成31年3月2日～令和2年4月28日までの間に創業し、本社等が横浜市内にあり、
継続的に事業を行う意思のあるITやライフサイエンス分野などの法人格を有するスター

トアップ企業
横浜市スタートアップ企業支援一時金 一律　10万円　給付

2020/5/25～2020/6/30
*先着順で200件に達した時点で締め

切る

横浜市スタートアップ企業
支援一時金事務局
０４５－２２８－９４０４

商
店
街
等

活
動
支
援

2020年4月1日時点において活動している「商店会」や「商店会に準ずる組織」を対象
に下記の活動へ一時金を交付
・衛生用品の購入やテイクアウト・宅配事業、商品券発行・施設整備などの事業資金
・新型コロナウィルス感染症対策のための事業資金
・加盟店舗が新型コロナウィルス感染症に対応し、事業継続するための給付資金

横浜市新型コロナウィルス感染症対応
商店街等活動支援事業

商店会加盟店舗の総数×10万円　給付 2020/6/30申請書必着による申込
横浜市経済局商業振興課

０４５－６７１－３４８８

Ｒ２．２月以降の売上▲２０％以上減小のすべての事業者

　１年間の納税の猶予　担保不要　延滞税は免除

社会保険料（厚生年金保険料、健康保険料・介護保険料）

1年の範囲内（やむを得ない場合は最長2年）で納付を猶予ができ、かつ、保険料を
分割で納付が可能

労働保険料（労災保険料・雇用保険料）　※毎年７月１０日までに申告・納付が必要

1年の範囲内（やむを得ない場合等最長3年以内）で、納付の猶予が可能

中小企業・小規模事業者等の保有する設備や建物等の固定資産税等

２０２０／２月～１０月までの任意の３か月間の収入が対前年比

　▲３０％～▲５０％未満の減少　　１／２を免除

　▲５０％以上の減少　　　　　　　　 全額免除

新型コロナウィルスの影響で困っている事業主向けの支援策（2020年5月25日版　作成：LTRコンサルティングパートナーズ）

項目

設
備
投
資

売上減少により納税が厳しい

納税の猶予の特例

固定資産税等の軽減
中小企業庁　事業環境部
０３－３５０１－５８０３

国税庁ホームページ他

社会保険料の猶予
猶予に該当する事実発生後速やかに

申請
事業所を管轄する年金事務所

労働保険料の猶予
猶予に該当する事実発生後、猶予を受

けようとする期間より前に申請
都道府県労働局または管轄の労働
基準監督署

２０２０／２／１～２０２１／１／３１まで
に納期が到来する所得税・法人税・消
費税等ほぼすべての税目

２０２１年度の固定資産税等

神奈川県の事業者支援制度

神奈川県中企業支援課
０４５－２１０－５５５３

神奈川県産業振興課
０４５－２１０－５６４６

受付中
2020年4月7日以降に取りんだ事業で

既に支出済のものも対象
※一部例外あり

その他

税
金
・
保
険
料
等
の
猶
予


